
  資料－１５ 

市長・副市長・教育長の退職手当について 
 

1 根拠 
東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の

退職手当条例 

2 支給方法 
退職の日における給料月額（本則）に在職年数に応じて定められた

支給率を乗じて得た額 

3 支給率 

 

職名 
市長 副市長 教育長 

勤続期間 

1年 4.0 3.0 2.5 

2年 8.0 6.0 5.0 

3年 12.0 9.0 7.5 

4年 16.0 12.0  
 

4 支給例 

【市長就任 4年任期満了した場合の退職手当額】 

給料月額   支給率   退職手当額 

960,000円 × 16.0  ＝ 15,360,000円 

 

 

 

政務活動費について 
 

1 根拠 東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例 

2 交付の対象 東久留米市議会議長に結成を届け出た会派に対して支給 

3 交付額 
各月 1日における当該会派の所属議員数に月額 7,625円を乗じて得

た額 

 

 

 

 


